
22
年
の
財
務
省
春
の
建
議
で

は
、
国
や
自
治
体
に
よ
る
か

か
り
つ
け
医
の
認
定
制
度
が

提
唱
さ
れ
た
。

　
医
療
界
の
反
撃
や
国
会
で

の
議
論
の
結
果
、
骨
太
の
方

針
２
０
２
２
で
は
「
か
か
り

つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る

制
度
整
備
を
行
う
」
と
い
う

形
で
決
着
し
、
23
年
春
の
医

療
法
の
改
正
に
盛
り
込
ま
れ

た
。
今
後
、
全
国
の
病
院
・

診
療
所
は
か
か
り
つ
け
医
機

能
を
実
施
し
て
い
る
か
否
か

を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す

る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
報
告
に
基
づ
く
地

域
で
の
協
議
の
仕
組
み
を
構

築
し
、
協
議
を
踏
ま
え
て
医

療
・
介
護
の
各
種
計
画
に
反

映
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
病
床
機
能
報
告
、
外
来
機

能
報
告
に
か
か
り
つ
け
医
機

能
報
告
が
加
わ
り
、
医
療
機

能
の
分
化
を
進
め
る
政
策

ツ
ー
ル
が
出
揃
っ
た
こ
と
に

な
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
国

は
か
か
り
つ
け
医
か
ら
専
門

外
来
・
入
院
に
至
る
効
率
的

な
医
療
体
制
を
構
築
し
よ
う

25
年
４
月
以
降
実
施
し
、
第

８
次
医
療
計
画
（
24
〜
29
年

度
）
の
中
間
見
直
し
に
反
映

さ
せ
る
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
充

実
は
医
療
の
質
の
向
上
を
目

指
す
も
の
で
あ
り
、
医
療
の

コ
ス
ト
抑
制
と
は
両
立
し
な

い
。
財
務
省
は
、
か
か
り
つ

け
医
の
制
度
化
、
報
酬
の
包

括
化
、
か
か
り
つ
け
医
以
外

を
受
診
し
た
際
の
定
額
負
担

導
入
等
の
狙
い
を
捨
て
て
い

な
い
。
か
か
り
つ
け
医
機
能

報
告
が
都
道
府
県
の
確
認
か

ら
認
定
制
度
に
、
ま
た
患
者

の
登
録
制
度
に
変
質
し
た
り

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

検
討
会
の
議
論
に
注
視
が
必

要
だ
。
併
せ
て
、
次
期
診
療

報
酬
改
定
で
か
か
り
つ
け
医

機
能
に
係
る
評
価
の
行
方
に

も
注
目
し
た
い
。

と
し
て
い
る
。

　
医
療
部
会
で
示
さ
れ
た
制

度
の
概
要
と
今
後
の
検
討
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
す　
　
。

　
検
討
会
の
下
に
２
つ
の
分

科
会
（「
か
か
り
つ
け
医
機
能

が
発
揮
さ
れ
る
制
度
の
施
行

に
関
す
る
分
科
会
」「
医
療
機

能
情
報
提
供
制
度
・
医
療
広

告
等
に
関
す
る
分
科
会
」）
が

設
置
さ
れ
る
。
前
者
で
は
①

日
常
的
な
診
療
の
総
合
的
・

継
続
的
実
施
②
在
宅
医
療
の

提
供
③
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
の

連
携
等
の
機
能
報
告
を
求
め
、

こ
れ
を
基
に
地
域
で
必
要
な

機
能
確
保
の
検
討
を
進
め
る
。

後
者
で
は
既
存
の
情
報
提
供

制
度
を
見
直
し
、
国
民
が
こ

れ
ま
で
以
上
に
か
か
り
つ
け

医
機
能
を
持
つ
医
療
機
関
を

選
び
や
す
い
仕
組
み
に
し
、

全
国
統
一
シ
ス
テ
ム
を
構
築

す
る
と
し
て
い
る
。

　
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度

の
拡
充
は
24
年
４
月
よ
り
、

か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
は

　
か
か
り
つ
け
医
問
題
は
従

前
か
ら
様
々
な
議
論
が
行
わ

れ
て
き
た
。

　
か
か
り
つ
け
医
の
定
義
、

か
か
り
つ
け
医
機
能
と
い
う

言
葉
と
の
区
別
や
混
乱
、
そ

し
て
登
録
制
度
に
し
て
医
療

保
険
財
政
削
減
の
た
め
の

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
を
担
わ
せ

よ
う
と
す
る
財
務
省
の
狙
い

等
が
絡
ん
で
、
複
雑
な
状
況

が
続
い
て
い
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
医
療
の
逼
迫

が
起
こ
っ
た
こ
と
に
対
し
、

財
務
省
や
一
部
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
か
ら
、「
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス

は
機
能
せ
ず
、
か
か
り
つ
け

医
機
能
が
弱
い
こ
と
が
被
害

を
拡
大
さ
せ
て
い
る
」
と
の

論
調
が
出
さ
れ
た
。
同
時
に
、

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
岸
田
首
相
は
先
月
３
日「
税

収
増
を
国
民
に
適
切
に
還
元

す
る
」
と
突
如
表
明
し
た
。

賃
上
げ
促
進
や
投
資
拡
大
に

向
け
た
減
税
措
置
を
含
め
た

経
済
対
策
が
検
討
さ
れ
る
と

い
う
。
内
閣
改
造
で
期
待
さ

れ
た
支
持
率
の
浮
揚
は
な
く
、

世
論
や
政
治
の
都
合
で
の
方

針
の
変
容
は
、
政
権
の「
中
途

半
端
感
」
の
象
徴
と
も
言
わ

れ
る
▼
２
０
２
２
年
度
の
国

の
税
収
は
、
一
般
会
計
で
71

兆
１
３
７
４
億
円
と
前
年
度

よ
り
４
兆
円
以
上
増
え
て
お

り
、
３
年
連
続
で
過
去
最
高

を
更
新
し
た
。
税
収
が
70
兆

円
を
超
え
る
の
は
初
め
て
で
、

消
費
税
・
所
得
税
・
法
人
税

の
基
幹
税
す
べ
て
で
１
兆
円

以
上
の
税
収
増
と
な
っ
て
い

る
▼
９
月
発
表
さ
れ
た
４
〜

６
月
期
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
５

５
７
兆
円
を
超
え
過
去
最
大

を
更
新
し
た
。
一
方
、
国
民

の
実
質
賃
金
は
今
年
８
月
ま

で
17
カ
月
連
続
で
前
年
同
月

を
下
回
っ
た
。
大
規
模
な
金

融
緩
和
を
背
景
に
円
安
が
進

み
、
輸
入
品
の
値
上
が
り
の

加
速
も
要
因
と
さ
れ
る
▼
現

在
、
物
価
高
へ
の
対
応
を
巡

り
臨
時
国
会
で
審
議
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
国
民
生
活
の

改
善
に
は
紐
付
き
の
一
時
的

給
付
金
で
は
な
く
、
恒
久
的

な
減
税
な
ど
の
政
策
が
必
須

で
あ
る
。
年
内
と
も
噂
さ
せ

る
解
散
総
選
挙
に
向
け
て
国

民
の
眼
を
欺
く
「
バ
ラ
マ
キ
」

に
注
視
が
必
要
だ
。

橋本　透

2023年（令和5年）11月5日（1）第1011号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）

主な目次　

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
手
術
・
検
査
を
除
き
対
象
に

解
説
「
在
宅
医
療
等
が
焦
点

に
」

…
面
２

●
時
論
「
診
療
報
酬
の
増
額
と

税
制
上
の
優
遇
を
」

●
…
面
３

●
…
面
４

４
月
か
ら
27
年
３
月
を
１
つ

の
区
切
り
と
し
て
い
る
。
期

間
中
の
サ
ー
ビ
ス
料
を
見
込

み
、
保
険
料
を
試
算
し
て
い

る
が
、
６
月
改
定
分
が
混
在

す
る
た
め
複
雑
に
な
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。

　
議
論
で
は
医
療
・
介
護
の

両
方
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
視
点
と
し
て
、
診
療
報
酬

改
定
と
同
時
に
行
う
べ
き
と

の
意
見
が
出
た
。
し
か
し
、

物
価
高
騰
な
ど
へ
の
対
応
を

早
く
実
施
し
、
経
営
の
安
定

化
を
求
め
る
意
見
や
自
治
体

代
表
の
参
考
人
か
ら
は
保
険

料
設
定
の
影
響
が
非
常
に
大

き
い
た
め
、
慎
重
に
検
討
す

べ
き
で
あ
る
と
の
声
も
あ

が
っ
た
。

　
今
後
、
さ
ら
に
議
論
を
深

め
施
行
時
期
を
決
定
す
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
改
定
ま
で

時
間
が
な
く
、
早
期
の
決
定

が
望
ま
れ
る
。

　
10
月
11
日
、
社
会
保
障
審

議
会
・
介
護
給
付
費
分
科
会

に
お
い
て
、
介
護
報
酬
改
定

の
施
行
時
期
を
め
ぐ
る
議
論

が
行
わ
れ
た
。
診
療
報
酬
改

定
は
来
年
６
月
実
施
に
決

ま
っ
て
い
る
が
介
護
報
酬
改

定
に
つ
い
て
は
未
定
の
状
態

に
あ
る
。

　
診
療
報
酬
改
定
と
同
じ
く

６
月
に
実
施
し
た
場
合
に
は
、

①
医
療
と
介
護
の
給
付
調
整

が
同
時
に
行
わ
れ
る
た
め
、

利
用
者
負
担
な
ど
の
変
化
に

よ
る
混
乱
を
抑
え
ら
れ
る
②

診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
の
両

方
を
請
求
し
て
い
る
事
業
所

な
ど
は
短
期
間
に
２
度
の
改

定
対
応
を
行
わ
な
く
て
よ
い

―

な
ど
の
利
点
が
あ
る
。

　
一
方
で
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ

り
、
保
険
料
設
定
の
複
雑
化

が
挙
げ
ら
れ
る
。
都
道
府
県

や
市
町
村
の
介
護
保
険
事
業

（
支
援
）
計
画
は
２
０
２
４
年

か
ら
の
老
後
資
金
づ
く
り
と

も
し
も
の
備
え
」
と
題
し
て

講
演
を
行
っ
た
。

　
は
じ
め
に
須
藤
氏
は
も
し

も
の
備
え
に
つ
い
て
解
説
。

実
例
を
交
え
な
が
ら
保
険
の

見
直
し
に
つ
い
て
説
明
し
、

掛
金
が
非
常
に
安
い
グ
ル
ー

プ
保
険
（
職
域
保
険
）
や
本

会
の
保
険
医
休
業
保
障
共
済

保
険
等
を
活
用
し
、
必
要
最

小
限
の
保
障
を
目
指
す
こ
と

が
大
切
と
し
た
。
ま
た
、「
個

人
賠
償
責
任
保
険
」「
火
災
保

険
」
は
ど
の
年
齢
で
も
絶
対

に
必
要
な
保
険
と
述
べ
、
特

に
火
災
保
険
に
つ
い
て
は
、

自
然
災
害
が
多
く
な
っ
て
い

る
た
め
、
一
軒
家
の
場
合
は

水
災
補
償
が
つ
い
て
い
る
か

の
確
認
が
必
要
と
訴
え
た
。

　
続
い
て
、
老
後
の
資
産
形

成
に
つ
い
て
も
解
説
し
た
。

公
的
年
金
の
仕
組
み
や
受
取

に
つ
い
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
押

さ
え
た
説
明
の
後
、
保
険
医

図

●
職
員
紹
介

読
後
感

●

　

今
春
に
成
立
し
た
医
療
法
改
正
で
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
報

告
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
９
月
29
日
の
社
保
審
医
療
部
会
で
２

０
２
５
年
４
月
か
ら
の
制
度
稼
働
に
向
け
た
議
論
が
開
始
さ
れ
、

今
後
の
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
示
さ
れ
た
が
、
財
務
省
は
「
か

か
り
つ
け
医
の
制
度
化
」
の
狙
い
を
堅
持
し
て
お
り
、
今
後
の

議
論
に
注
視
が
必
要
だ
。

「
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
」

実
施
に
向
け
、議
論
開
始

老
後
資
金
準
備
の
前
に
保
険
の
見
直
し
を

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
講
座

図 かかりつけ医機能が発揮される制度整備の施行に向けた検討スケジュール（案）

須藤　臣　氏

2023年
10月～ 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする

医療情報の提供等に関する検討会

かかりつけ医機能が発揮される
制度の施行に関する分科会

・かかりつけ医機能報告に位置付ける機能の基本的
  な考え方
・省令等の具体的内容

（医療機能情報提供制度）
・情報提供項目を分かりやすく伝える
  方法
・対象者別の情報提供の在り方

・左記の検討状況を踏まえ、項目等に
 ついて見直し

2024年
4月

2025年
4月～

夏頃

（
Ｔ
Ｈ
）

社保審
医療部会

コ
ロ
ナ
禍
で
急
浮
上

制
度
の
概
要
と

　
　

   

今
後
の
議
論

改正法に基づく告
示、システム構築
準備等

地域の協議の場に
関する自治体向け
ガイドラインの検討

かかりつけ医機能
関係施行

自治体向けガイド
ライン策定・公表

医療機能情報提供制度・
医療広告等に関する分科会

全国システム施行（4月1日）

情報提供項目改修

　
10
月
14
日
、
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
講
座
を
開
催
し
、
道
内
各

地
か
ら
会
員
・
家
族
が
多
数

参
加
し
た
。
講
師
に
は
フ
ァ

イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

の
須
藤
臣
氏
を
迎
え
「
こ
れ

年
金
等
の
積
立
型
商
品
に
つ

い
て
中
立
的
な
視
点
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
詳
説
し
た
。

須
藤
氏
は
最
後
に
「
保
険
の

見
直
し
が
老
後
の
資
金
準
備

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
入
っ

て
い
る
保
険
が
過
剰
で
は
な

い
か
、
こ
れ
を
機
会
に
見
直

し
て
ほ
し
い
」
と
講
演
を
締

め
く
く
っ
た
。

　
今
回
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
の
生

配
信
に
加
え
、
１
週
間
の
録

画
配
信
も
行
い
、
延
べ
１
３

０
名
以
上
が
参
加
し
た
。
参

加
者
か
ら
は
「
自
分
の
今
後

の
方
針
の
目
安
に
な
っ
た
」

等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
、
大
変

好
評
で
あ
っ
た
。

介護報酬改定

実施時期決まらず



2023年度 2024年度
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月～

マイルストン

オンライン請求・
オンライン資格確認
導入推進の取組

訪問看護
ステーション

準備・導入作業
（導入支援事業者等へ見積依頼・契約調整）

2024年診療報酬改定施行★ 秋：保険証廃止★

総合ポータルサイト開設
（説明資料、動画等）

★

総合ポータルサイト更新
（利用申請、電子証明書発行）

★

義務化
経過措置

★

※導入支援事業者や介護レセコンベンダなどシステム事業者が参画する連絡協議会を開催し、ベンダ側に対しても導入促進を図る。

※報酬改定が６月からであることを
　踏まえた対応接続・運用テスト

（端末の設定、運用テスト等）

訪問看護ステーションごとに順次導入

オンライン請求開始

オンライン資格確認開始

販売名 レケンビ点滴静注200mg、レケンビ点滴静注500mg

効能・効果 アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症
の進行抑制

承認日 2023年9月25日

用法・用量

備考

通常、レカネマブ（遺伝子組換え）として10mg/kgを、2週間
に1回、約1時間かけて点滴静注する。

脳内に蓄積しアルツハイマー病を引き起こす原因と考えられて
いる凝集アミロイドβ（Aβ）プラークの前駆物質である可溶性
Aβ凝集体（プロトフィブリル）に対する抗体医薬品

製造販売業者 エーザイ株式会社

め
た
の
に
対
し
て
、
支
払
側

は
さ
ら
な
る
効
率
化
・
適
正

化
を
主
張
し
た
。

　

同
日
の
薬
価
専
門
部
会
で

は
、「
高
額
薬
剤
対
応
」
に
指

定
さ
れ
た
新
た
な
認
知
症
治

療
薬
レ
ケ
ン
ビ
（
一
般
名
レ

カ
ネ
マ
ブ
®
）
の
薬
価
算
定

方
法
が
議
論
さ
れ
た　
　
　
。

　
診
療
側
、
支
払
側
と
も
に

▽
現
状
の
運
用
方
針
ル
ー
ル

（
類
似
薬
効
、又
は
原
価
計
算
）

で
取
り
扱
う
▽
想
定
外
の
売

上
（
使
用
）
も
考
慮
し
て
、

収
載
後
の
再
算
定
ル
ー
ル
を

別
途
検
討―

な
ど
の
意
見
が

相
次
い
だ
。

　
費
用
対
効
果
評
価
部
会
で

は
、
介
護
費
用
軽
減
が
見
込

ま
れ
る
薬
剤
に
つ
い
て
、
介

護
費
用
へ
の
影
響
を
分
析
に

組
み
込
ん
で
い
る
国
が
複
数

あ
り
、
今
後
日
本
で
も
介
護

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
を
踏
ま

え
て
、
薬
価
調
整
範
囲
の
拡

大
に
向
け
て
検
討
し
、
介
護

費
用
軽
減
の
薬
価
反
映
に
係

る
取
り
扱
い
は
研
究
を
進
め

る
と
し
た
。
診
療
側
・
支
払

側
ど
ち
ら
も
、
薬
価
調
整
範

囲
の
拡
大
に
反
対
意
見
は
な

く
、
拡
大
す
る
方
向
で
検
討

を
進
め
て
い
く
。

　
10
月
11
日
の
中
医
協
総
会

で
は
、訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
の
導
入
・
義
務
化
な

ど
が
議
論
さ
れ
た　
　
。

　
厚
労
省
は
訪
問
診
療
や
訪

問
看
護
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
に
つ
い
て
は
、

２
回
目
以
降
訪
問
時
の
本
人

確
認
は
「
再
照
会
に
よ
る
確

認
」
で
可
能
な
旨
を
明
確
化

す
る
と
示
し
た
。

　
ま
た
、
医
療
保
険
の
訪
問

看
護
に
つ
い
て
、
２
０
２
４

年
６
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
・
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

を
導
入
。
保
険
証
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一
体
化
を

行
う
２
０
２
４
年
秋
か
ら
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
・
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
を
原
則
義
務
化

す
る
と
し
た　
　
　
。

　
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い

る
「
紙
レ
セ
プ
ト
請
求
」
は
、

２
０
２
４
年
４
月
以
降
も
継

続
す
る
場
合
に
は
「
改
め
て

の
届
け
出
」
を
必
須
要
件
と

し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

の
義
務
化
免
除
医
療
機
関
も

同
様
に
考
え
る
こ
と
と
す
る

と
説
明
し
た　
　
　
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
診
療
側
は

課
題
と
し
て
▽
院
内
の
オ
ン

資
シ
ス
テ
ム
に
加
え
、
訪
問

先
で
使
う
モ
バ
イ
ル
端
末
も

必
要
な
た
め
、補
助
金
を
大
き

く
上
回
る
可
能
性
が
高
い
▽

多
く
は
医
療
機
関
よ
り
も
小

規
模
で
、Ｉ
Ｔ
関
連
の
人
材
・

知
識・財
源
が
不
足
し
て
い
る

▽
シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
ー
も
小

規
模
な
会
社
が
多
い―

と
説

明
し
、医
療
機
関
以
上
に
、導

入・運
用
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い

と
指
摘
。義
務
化
に
対
応
で
き

な
く
な
る
施
設
が
数
多
く
出

て
し
ま
う
と
懸
念
を
示
し
た
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
次
期
診
療
報
酬
改
定
に
向

け
た
議
論
が
、
個
別
具
体
的

な
第
２
ラ
ウ
ン
ド
に
入
り
、

「
在
宅
医
療
」
関
係
の
見
直
し

が
検
討
さ
れ
た
。
今
後
の
議

論
に
注
視
が
必
要
だ
。

頻
回
訪
問
し
て
い
る
場
合
、

診
療
効
率
が
高
い
こ
と
に
よ

る
評
価
の
引
き
下
げ
▽
訪
問

診
療
を
し
て
い
な
い
患
者
に

対
す
る
往
診
料
の
引
き
下
げ

な
ど
評
価
の
メ
リ
ハ
リ
が
注

目
さ
れ
た
。

　
診
療
側
か
ら
は
、
診
療
時

間
で
診
療
の
質
を
図
る
こ
と

や
訪
問
診
療
の
有
無
な
ど
で

区
別
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も

現
場
の
実
態
に
合
っ
て
い
な

い
な
ど
診
療
現
場
の
実
情
を

踏
ま
え
て
慎
重
な
議
論
を
求

　
改
定
に
向
け
た
議
論
で
は

在
宅
医
療
の
全
般
的
枠
組
み

に
関
わ
っ
て
現
状
と
課
題
が

示
さ
れ
た
。

　
在
宅
医
療
提
供
の
拡
大
に

向
け
て
▽
要
介
護
度
が
高
い

患
者
の
訪
問
診
療
の
評
価
引

き
上
げ
（
要
介
護
が
高
い
ほ

ど
、
診
療
時
間
が
長
く
な
り
、

コ
ス
ト
が
大
き
い
）　　
　
▽

複
数
患
者
（
６
人
以
上
）
を

北 海 道 保 険 医 新 聞 第1011号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）2023年（令和5年）11月5日 （2）

診
療
報
酬
の
増
額
と

　
　
税
制
上
の
優
遇
を

　
財
務
省
は
、
財
政
制
度

等
審
議
会
・
財
政
制
度
分

科
会
に
お
け
る
２
０
２
４

年
度
予
算
編
成
に
向
け
た

議
論
の
中
で
、
診
療
報
酬

は
近
年
の
物
価
上
昇
率
を

上
回
る
単
価
増
を
示
し
て

お
り
、
診
療
報
酬
を
引
き

下
げ
、
適
正
な
単
価
を
設

定
す
べ
き
だ
と
主
張
し
机

上
の
計
算
に
基
づ
く
議
論

に
終
始
し
医
療
の
実
態
を

無
視
し
て
い
る
。

　
一
方
、
２
０
２
１
年
度

の
「
第
23
回
医
療
経
済
実

態
調
査
報
告
」
に
よ
る
と
、

診
療
報
酬
に
よ
る
特
例
的

な
対
応
が
あ
っ
た
も
の
の
、

医
科
で
は
コ
ロ
ナ
補
助
金

を
除
い
た
損
益
差
額
率
は

　

給
与
引
き
上
げ
が
で
き

な
い
医
療
機
関
は
職
員
雇

用
確
保
も
困
難
だ
。医
療
機

関
が
存
続
し
医
療
提
供
体

制
を
維
持
し
て
行
く
為
に

は
先
ず
は
補
助
金
の
減
額

を
取
り
止
め
、税
制
上
の
優

遇
措
置
を
行
う
事
が
先
決

だ
。そ
し
て
次
期
診
療
報
酬

の
増
額
確
保
を
最
優
先
に

行
う
事
が
地
域
医
療
体
制

確
保
の
為
に
最
も
重
要
だ
。

コ
ロ
ナ
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
の
感
染
拡
大
が
続
き
、

長
期
間
に
渡
り
長
時
間
労

働
が
続
い
て
い
る
。政
府

は
、医
療
提
供
体
制
と
医
療

従
事
者
の
健
康
確
保
を
図

る
事
が
で
き
る
予
算
を
確

保
す
べ
き
だ
。

大
き
く
悪
化
し
、
コ
ロ
ナ

補
助
金
が
な
け
れ
ば
病
院
・

診
療
所
は
約
半
数
が
赤
字

決
算
だ
っ
た
と
結
論
し
た
。

診
療
報
酬
は
約
30
年
間
据

え
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、

物
価
高
騰
に
加
え
２
０
２

３
年
５
月
８
日
か
ら
Ｃ
Ｏ

Ｖ
Ｉ
Ｄ -

19
が
５
類
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
10
月
以
降

の
補
助
金
等
が
大
幅
に
引

き
下
げ
ら
れ
、
各
医
療
機

関
の
経
営
は
既
に
危
機
的

な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。

　
コ
ロ
ナ
感
染
症
は
終
息

す
る
こ
と
な
く
第
９
波
に

及
び
、
さ
ら
に
大
規
模
な

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
の

為
学
年
閉
鎖
が
増
加
し
て

い
る
。
さ
ら
に
乳
幼
児
の

Ｒ
Ｓ
等
の
呼
吸
器
感
染
症

も
増
加
し
、
高
齢
者
も
ま

た
複
合
的
感
染
の
脅
威
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

物
価
高
騰
の
中
で
、職
員

の
生
活
を
守
ら
な
け
れ
ば
、

職
員
を
確
保
で
き
な
い
。そ

の
為
給
与
の
増
額
は
不
可

欠
だ
。し
か
し
、診
療
報
酬

が
引
き
上
げ
ら
れ
ず
、補
助

金
も
減
額
さ
れ
た
ま
ま
で

は
、給
与
増
額
は
困
難
で
あ

る
。医
療
機
関
の
経
営
は
立

ち
行
か
ず
、医
療
提
供
体
制

を
維
持
す
る
事
は
困
難
だ
。

現
実
に
閉
院
は
確
実
に
増

加
し
て
お
り
、閉
院
を
検
討

し
て
い
る
医
療
機
関
は
少

な
く
な
い
。一
医
療
機
関
の

閉
院
で
あ
っ
て
も
地
域
医

療
提
供
体
制
は
深
刻
な
打

撃
を
受
け
る
。

　

表
1

　

次
期
改
定
へ
の
議
論
が
進
ん
で
い
る
。
10
月
４
日
に
開
催
さ

れ
た
中
医
協
で
は
、
在
宅
医
療
提
供
の
拡
大
に
向
け
て
、
訪
問

診
療
の
重
点
評
価
な
ど
が
検
討
さ
れ
、
薬
価
に
つ
い
て
も
価
格

調
整
拡
大
の
議
論
が
さ
れ
た
。
10
月
11
日
の
中
医
協
で
は
、
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
来
年
秋
か
ら
オ
ン
資
確
認
・
請
求
が

原
則
義
務
と
な
り
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
「
紙
レ
セ
プ

ト
請
求
」
の
継
続
方
法
な
ど
も
示
さ
れ
た
。

在宅医療等が焦点に
次期改定に向け第２ラウンドへ解　

　

説

中医協

訪問看護ステーションのオンライン資格確認等導入スケジュール（厚労省資料より）

表1 要介護度と診療時間の関係（厚労省資料より）

表2 レケンビの概要（厚労省資料より）

在
宅
医
療
等
の

　
　
　

現
状
と
課
題

介
護
費
用
軽
減
を

薬
価
に
反
映
す
べ
き
か

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

オ
ン
請
求
な
ど
義
務
化
へ

表
2

表
3

表
3

図

要支援
1・2

75％Tile

中央値

25％Tile

平均値
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14.77
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16.40
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15
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17.19
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15

10

17.22

20

15

10

18.39

22

20

10

18.63

調
査
日
の
診
療
時
間

要介護
1

要介護
2

要介護
3

要介護
4

要介護
5

成分名 レカネマブ
（遺伝子組換え）

改築工事が完了するまで（4）改築工事中の場合

特に困難な事情が解消されるまで（6）その他特に困難な事情があ
る場合

障害が解消されるまで

システム整備が完了する日まで
（遅くとも義務化の6か月後の月
末まで）

オンライン請求に必要な光回線
ネットワーク環境が整備されてか
ら6か月後まで

やむを得ない事情 期限

（1）電気通信回線設備に障害が
発生した場合

廃止・休止まで（遅くとも義務化
の6か月後の月末まで）

（5）廃止・休止に関する計画を定
めている場合

（2）義務化の２か月前の月末ま
でにベンダーと契約締結し
たが、導入に必要なシステム
整備が未完了の場合（システ
ム整備中）

（3）オンライン請求に必要な光
回線ネットワーク環境が整
備されていない場合（ネット
ワーク環境事情）

表3 訪問看護レセプトのオンライン請求義務化の
経過措置（厚労省資料より）

図



　この度、北海道保険医会事務局に入局しました中村良
と申します。今までは、医療機関の事務職員として従事
し、主に診療報酬全般に係る業務に携わってきました。今
回、縁がありまして入局させていただきましたが、医療機
関での勤務経験しかなく、不慣れなことが多々ありご迷
惑をおかけすることがあると思いますが、一生懸命に頑
張って参ります。
　私は審査対策部の事務局を担当させていただきます。
医療機関での実務経験を生かし皆様に有益な情報を提
供出来るよう努めて参ります。

　ここ数年、コロナ禍ということもあり遠出をする機会がめっきり少なくなっていま
したが、道内でもまだ訪ねていないところが沢山あるので時間を作って行ってみた
いと思っています。
　歳はとっていますが、新人の気持ちで職務に励み、少しでも皆様のお力になれ
るよう努力して参ります。何卒ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

（3）第1011号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可） 2023年（令和5年）11月5日北 海 道 保 険 医 新 聞

い
お
っ
ち
ゃ
ん
」
こ
と
実
業

家
、
志
賀
忠
重
氏
に
よ
る
出

会
い
と
足
跡
が
描
か
れ
て
い

る
。
ふ
た
り
に
よ
る
最
大
の

作
品
「
い
わ
き
回
廊
美
術
館
」

は
周
囲
の
山
に
９
万
９
千
本

の
桜
を
植
え
る
予
定
で
あ
り
、

当
然
な
が
ら
未
だ
完
成
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
予
定
で
は

完
成
は
２
５
０
年
後
と
の
こ

と
。
市
井
の
実
業
家
と
世
界

的
に
著
名
な
芸
術
家
が
な
ぜ

組
ん
だ
の
か
。
二
人
の
友
情

か
ら
始
ま
り
そ
し
て
東
日
本

大
震
災
へ
の
怒
り
と
鎮
魂
。

そ
の
熱
量
に
た
だ
圧
倒
さ
せ

ら
れ
た
。

　
本
書
の
主
人
公
の
ひ
と
り
、

現
代
ア
ー
ト
の
巨
人
「
蔡
國

強
」。
そ
の
名
は
知
ら
ず
と
も

彼
の
作
品
で
あ
る
北
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
会
式
で
の
「
巨

人
の
足
跡
」
と
い
う
花
火
は

世
界
中
の
人
が
目
に
し
て
い

る
は
ず
。
そ
の
世
界
的
な
芸

術
家
が
実
は
日
本
と
非
常
に

縁
が
深
い
と
い
う
こ
と
を
ご

存
じ
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
書
で
は
蔡
氏
と
も
う
一

人
の
主
人
公
で
あ
る
「
す
ご

川 

内 

有 

緒 

著

集 

英 

社 

文 

庫

　損害保険担当の高橋大介と申します。
　若かりし頃約5年間、和太鼓芸能集団「鬼太鼓座」に所
属、8か月に亘りヨーロッパ公演（6か国）と国内公演を
行ってきましたが、帰国後解散となり大学に戻り、結果卒
業が28歳となってしまい、就職難も絡み波乱の人生の
幕開けとなりました。
　自動車会社での営業、店舗営業管理を経験後、44歳
の時に外資系損害保険会社に入社、厳しいノルマを何
とか潜り抜け5年後に独立基準をクリアして法人独立を
果たすことができました。
　その後はクライアントを引き継ぎ中小企業対象の売上UPのためのコンサルティ
ングを行ってまいりました。
　この度は北海道保険医会に入局いたしましたご縁を大切に、会員の皆様とリス
クマネジメントに関して、ぜひご一緒に考えさせていただきたいと思っております
のでお気軽にご連絡いただければ幸いでございます。
　私から電話、訪問等をさせていただくこともありますので、その際は宜しくお願い
申し上げます。

（
Ａ
・
Ｈ
）

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
３
年
度
歯
科
部
事
業
に
つ
い
て

　
・ （
11
／
11
）
札
幌
歯
科
技
工
士
会
、
歯
科
衛
生
士
会

　
　

と
の
懇
談

　
・ （
11
／
17
）
歯
科
保
険
請
求
・
審
査
等
に
関
す
る

　
　

講
習
会
（
Ｗ
ｅ
ｂ
）

　
・ （
3
／
25
）
歯
科
新
点
数
検
討
会

　
　
以
上
の
開
催
決
定
を
確
認
し
た
。
詳
細
に
つ
い
て

　
　

は
随
時
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

②「
医
療
経
営
ア
ン
ケ
ー
ト
」に
つ
い
て

　
・ 

毎
年　

月
に
実
施
し
て
い
る
保
険
診
療
ア
ン
ケ
ー
ト

　
　
と
合
わ
せ
て
、前
倒
し
で
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

③
そ
の
他

    

・
歯
科
保
険
診
療
研
究
（　

／
５
号
）
の
確
認
を

　
　
行
っ
た
。

第
7
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
10
月
11
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回 

２
０
２
３
年
度
第
8
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…

11
月
8
日（
水
）午
後
７
時

　
厚
労
省
は
９
月
27
日
、
２

回
目
と
な
る
「
電
子
処
方
箋

等
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
」
を
開
催
し
、
来
年
３
月

以
降
に
実
装
予
定
の
院
内
処

方
情
報
に
つ
い
て
議
論
し

た
。
　
本
年
１
月
よ
り
電
子
処
方

箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
運
用
が

開
始
し
て
い
る
が
、
処
方
・

調
剤
情
報
の
閲
覧
や
重
複
投

薬
等
チ
ェ
ッ
ク
は
非
対
象
と

な
っ
て
い
た
。
院
内
処
方
情

報
の
電
子
化
に
よ
り
、
入
院

時
薬
剤
情
報
の
閲
覧
や
退
院

時
処
方
情
報
の
閲
覧
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
利
便
性
や

退
院
後
の
患
者
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
に
も
有
用
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
実
装
に
向
け

た
検
討
を
開
始
し
た
。

　
し
か
し
、
院
内
で
使
用
す

る
す
べ
て
の
薬
剤
を
登
録
す

る
と
、
重
複
投
薬
チ
ェ
ッ
ク

の
対
象
外
と
な
る
薬
剤
が
あ

る
。
ま
た
、
外
来
患
者
に
対

す
る
院
内
処
方
に
限
定
し
た

場
合
は
、
入
院
・
転
院
で
交

付
さ
れ
た
薬
剤
が
含
ま
れ
な

い
た
め
、
情
報
の
不
足
が
論

点
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
指

摘
を
受
け
、
厚
労
省
は
、
手

術
や
検
査
等
に
使
用
す
る
薬

剤
を
除
い
た
薬
物
治
療
を
目

的
と
し
て
使
用
す
る
薬
剤
の

み
を
登
録
必
須
と
す
る
方
針

を
固
め
た
。

　
ま
た
同
日
、
プ
レ
運
用
の

時
期
に
つ
い
て
も
議
論
さ

れ
、
当
初
10
月
頃
に
シ
ス
テ

ム
を
リ
リ
ー
ス
予
定
で
あ
っ

た
「
重
複
投
薬
等
チ
ェ
ッ
ク

に
お
け
る
口
頭
同
意
」「
リ

フ
ィ
ル
処
方
箋
へ
の
対
応
」

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

活
用
し
た
電
子
署
名
」
は
、

医
療
現
場
の
混
乱
や
シ
ス
テ

ム
ベ
ン
ダ
ー
の
負
荷
な
ど
を

考
慮
し
て
、
日
程
の
調
整
が

行
わ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た

　
　
。

　
な
お
、
診
療
報
酬
改
定
の

施
行
時
期
が
２
カ
月
延
期
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
プ
レ
運

用
期
間
の
期
限
も
一
部
見
直

し
と
な
る
た
め
注
意
さ
れ
た

い
。

空
を
ゆ
く
巨
人

歯科保険請求審査等に関する講習会

■日　　時：11月17日（金）19時～21時
■形　　式：オンライン開催
■講　　師：田辺　隆
　　　　　　　北海道保険医会　歯科部　部長
　　　　　　　全国保険医団体連合会　副会長
■対　　象：歯科会員
■申込締切：11日10日（金）

日々の保険請求、その根拠について整理する

保険診療セミナー

形　　式 オンライン開催

講　　師 本会の審査対策部担当役員

日　　時 11月30日（木）18時30分～（所要時間90分程度）

対　　象 医科会員、職員

申込締切 11日23日（木）

医科

12

11

表

電
子
処
方
箋
Ｗ
Ｇ　
院
内
処
方
情
報
の
方
針
固
ま
る

手
術・検
査
を
除
き
対
象
に

表 リリース時期の変更

※薬局の希望に応じて、調剤済み電子処方箋を電子処方箋管理サービスで5年間保管
　する仕組み（予定）

変更前

①重複投薬等チェックに
　おける口頭同意 10月頃 12月～1月頃

③マイナンバーカードを
　活用した電子署名 10月頃 12月～1月頃

④調剤済みの電子処方箋
　の預かりサービス※ 3月頃 5月頃

②リフィル処方箋への対応 10月頃 12月～1月頃

変更後

中村　良 さん
（趣味：旅行・キャンプ）

高橋　大介 さん
（趣味：映画鑑賞）

審査対策部を担当しています

損害保険を担当しています

新 事 務 局 員 紹 介

 会員氏名と配信希望の旨をEメールにてお知らせ下さい

　  
info@h-hokenikai.com

News Letter
配信サービスのご利用を！

　本会では「北海道保険医新聞」で医療情報などをご案内しているほか、「北海道保険
医会ニュースレター」で今話題のニュースから、知って得するトピックス、おすすめのセミ
ナーや各種行事・共済案内等を配信しています。
　11月より掲載方法を見直し、内容をテーマ別にわけてより見やすい内容に変更いたし
ました。これを機会にぜひご利用ください！（配信無料、週２回【月・木】配信いたします）

 〇申込方法 

 北海道保険医会   広報部まで 〇お問合せ

 Eメール

11月 より

リニューアル！



北 海 道 保 険 医 新 聞 第1011号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）2023年（令和5年）11月5日 （4）

個別指導における指摘事項　その１

　北海道厚生局のHPに「個別指導における指摘事項」が掲載されている。そ
の内容を参考に、日常の診療録記載や請求事務などにおいて注意すべき事
項について、次回と2回に分けて説明する。正しい診療録を記載することは保
険医としての責務であり、再度基本に立ち返り確認を願いたい。

１ 診療に関する事項

（１）診療録等 

◯
①診療録 

診療録の記載に当たっては次の点に留意すること。

（２）基本診療料 

◯
①初診料、再診料等 

歯周病等の慢性疾患である場合等であって、同一の疾病又は
負傷に係る診療が継続している場合に、算定できない歯科初
診料を算定している例が認められたので、改めること。

（４）画像診断 

（３）医学管理料等  
◯ 歯科疾患管理料について、次の不適切な例が見られたので、改
めること。

◯ 必要性の認められない歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層
撮影及び歯科用３次元エックス線断層撮影を行っている例が認
められたので、改めること。

（５）投薬等

◯ 歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影及び歯科用３次元
エックス線断層撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所
見を診療録に記載していない、画一的に記載している又は記載
が不十分な例が見られたので、個々の症例に応じて適切に記載
すること。

◯ 歯科疾患管理料は、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する
患者に対して、口腔を一単位としてとらえ、患者との協働により行
う口腔管理に加えて、病状が改善した疾患等の再発防止及び重
症化予防を評価したものである旨を踏まえ、適切に実施するこ
と。

◯ 文書提供加算に係る提供文書に記載すべき内容（患者の基本
状況（基礎疾患、服薬、生活習慣等）＜初回用のみ＞、口腔の状
態（口腔内の状況、歯や歯肉の状態、口腔機能の問題等）、必要
に応じて実施した検査結果等の要点、治療方針の概要等（これ
までの治療＜継続用のみ＞、改善目標、治療の予定等））につい
て、記載がない、記載が不十分又は記載が画一的な例が見られ
たので、個々の症例に応じて適切に記載すること。

◯ 長期管理加算を初めて算定する場合に、診療録に記載すべき内
容（患者の治療経過及び口腔の状態を踏まえた今後の口腔管理
に当たって特に留意すべき事項の要点）について、記載がない、
記載が不十分又は記載が画一的な例が見られたので、個々の症
例に応じて適切に記載すること。

◯ 歯科衛生実地指導料について、次の不適切な例が認められたの
で、改めること。

・診療録は保険請求の根拠であることを認識し、診療を担当
した歯科医師は診療の都度、遅滞なく必要な事項の記載を
する。

◯
①投薬

医薬品医療機器等法の承認事項（適応（効能・効果）、用法
（用法・用量））からみて、次の不適切な投薬が見られたので、
改めること。

◯ 投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとと
もに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等、患
者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めるこ
と。

・過剰投与、適応外投与。

◯
②歯科技工指示書等 

歯科技工指示書の記載内容（設計・作成の方法・使用材料・歯
科医師の氏名及び医療機関の所在地・歯科技工所の名称及
び所在地）に不備が見られたので、改めること。

◯ 歯科衛生士が行った業務について、記録を作成していない例
が見られたので、改めること。

◯ レセプトコンピュータ等OA機器により作成した診療録の記載
方法、記載内容に次の例が認められたので、適切に診療録を
作成すること。
・
・
・

診療を行った保険医が署名又は記名押印を行っていない。
診療を行った場合に遅滞なく診療録を印刷していない。
手書きで加筆する場合に、加筆に必要な空行を設けず、印
字横の空欄に記載している。

◯ 診療録第１面の記載について、次の不適切な例が見られた
ので、改めること。
・

・

開始年月日・終了年月日・転帰・口腔内所見に係る記載が
ない又は不十分。
１口腔単位でなく診療の都度に傷病名が追加されている。

◯ 診療録第２面の記載について、次の不適切な例が見られた
ので、改めること。
・症状・所見・処置内容・指導内容・検査結果・治療方針・点
数・連合印象の使用材料名・歯内療法時の使用薬剤名・麻
酔時の使用薬剤名・麻酔時の薬剤使用量の記載がない、記
載が不十分又は記載が画一的。

◯ 診療録の記載方法、記載内容について、次の不適切な例が見
られたので、改めること。
・
・
・

診療行為の手順と異なる記載がある。
二本線で抹消せず塗りつぶし、修正液等による訂正がある。
訂正又は追記した者、内容、日時等が不明である。

・１回目の管理計画において、診療録に患者の歯科治療及び
口腔管理を行う上で必要な基本状況（全身の状態、基礎疾患
の有無、服薬状況、喫煙状況を含む生活習慣の状況等）、口腔
の状態（歯科疾患、口腔衛生状態、口腔機能の状態等）、必要
に応じて実施した検査結果等の要点、治療方針の概要等、歯
科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報の記載がな
い、記載が不十分又は記載が画一的。

・

・

・

・

２回目以降の管理を行う際に、管理計画に変更があった場合
において、変更の内容を診療録に記載していない。
２回目以降の歯科疾患管理料を算定した月に、診療録に当該
管理に係る要点の記載がない、記載が不十分又は記載が画
一的。
明らかに１回で治療が終了し、歯科疾患と関連性のある生活
習慣の状況や生活習慣の改善目標等を踏まえた継続的管理
が行われていない場合に、算定できない歯科疾患管理料を
算定している。
歯周病に罹患している患者に対して、歯周病検査の結果を踏
まえた治療方針等を含んだ管理計画を作成していない。

・

・

・

歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載して
いない又は記載が不十分。
う蝕又は歯周病に罹患している患者に対して、プラークチャー
ト等を用いたプラークの付着状況の指摘又は患者自身による
ブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導を実
施していない。
情報提供文書に記載すべき内容（指導等の内容、口腔衛生状
態（う蝕又は歯周病に罹患している患者はプラークの付着状
況を含む。）、指導の実施時刻（開始時刻及び終了時刻））につ
いて、画一的に記載している又は記載が不十分。

◯ 新製有床義歯管理料について、次の不適切な例が見られたの
で、改めること。
・
・
情報提供文書の写しを診療録に添付していない。
情報提供文書に記載すべき内容（欠損の状態、指導内容等の
要点）について、画一的に記載している又は記載が不十分。

◯ 保険医療機関の責務として診療録上で診療実日数及び合計
点数の月締めを行い診療録に記載するとともに、レセプトとの
突合確認に活用すること。

◯ 診療内容について、診療録が歯科医師以外の者（歯科衛生
士）により記載されている例が認められたので、診療録は原則
として診療を担当した保険医が記載すること。やむを得ず口
述筆記等を行う場合には、保険医自らが記載内容に誤りがな
いことを確認の上、署名又は記名押印すること。


